
第２２９回文化審議会文化財分科会議事要旨 

 

開催日  令和３年９月９日（木）１４：００～１６：００ 

 

場 所    文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階） 

 

出席者    委 員  島谷会長，佐藤委員，藤井委員,宮崎委員 

文化庁    次長，審議官，文化庁鑑査官，文化資源活用課長，文化財第一課長，文化

財第二課長，参事官（文化創造担当）,参事官（食文化担当）,その他関係

者 

 

１．前回議事要旨確認 

 

２．諮問・答申等 

①登録無形文化財の登録について（諮問） 

安井参事官（文化創造担当）及び野添参事官（食文化担当）から，登録無形文化財の登録に

ついて説明があり,審議の結果，説明資料について一部文言修正の上，第六専門調査会において

調査することとした。 

 

②国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（諮問） 

奥主任文化財調査官から，国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について説明があり,審

議の結果，説明資料について一部文言修正の上,第一専門調査会において調査することとした。 

 

③重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可について（諮問） 

奥主任文化財調査官から，重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可について説明があり,

審議の結果，第一専門調査会において調査することとした。 

 

④重要美術品の認定の取消しについて（諮問） 

奥主任文化財調査官から，重要美術品の認定の取消しについて説明があり,審議の結果，第一

専門調査会において調査することとした。 

 

⑤史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について説明があり,審

議の結果，別紙のとおり，答申がなされた。 

 

⑥史跡名勝天然記念物の現状変更について（諮問・答申）  

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物の現状変更について説明があり,審議の結果，

別紙のとおり，答申がなされた。 

 

４．その他 

①文化財保護法施行令の改正に関する検討結果について（報告） 

山下文化財第二課長から，文化財保護法施行令の改正に関する検討結果について報告があっ

た。 



 

 

②文化審議会文化財分科会企画調査会の設置等について 

篠田文化資源活用課長から，文化審議会文化財分科会企画調査会の設置等について説明が 

あり、了承された。 

 



 

 

別 紙 

 

２－⑤史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

１件 

 

２－⑥史跡名勝天然記念物の現状変更について（諮問・答申）  

１４０件 


